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春
の
叙
勲
、
危
険
業
務
従
事
者
叙
勲
、
褒
章

【
叙
勲
】

◎
瑞
宝
中
綬
章

＊
法
務
行
政
事
務
功
労

　
村
上
淸
正
さ
ん（
中
神
町
）

◎
旭
日
双
光
章

＊
地
方
自
治
功
労

　
西
野
文
昭
さ
ん（
中
神
町
）

【
危
険
業
務
従
事
者
叙
勲
】

◎
瑞
宝
双
光
章

＊
警
察
功
労

　
阿
部
正
一
さ
ん（
つ
つ
じ
が
丘
）

　
山
口
敬
吉
さ
ん（
中
神
町
）

＊
薬
事
功
労

　
石
川
忠
弘
さ
ん（
美
堀
町
）

＊
防
衛
功
労

　
石
川
美
智
雄
さ
ん（
昭
和
町
）

◎
瑞
宝
単
光
章

＊
警
察
功
労

　
松
尾
繁
美
さ
ん（
宮
沢
町
）

【
褒
章
】

◎
藍
綬
褒
章

＊
人
権
擁
護
功
績

　
榊 

か
お
る
さ
ん（
玉
川
町
）

免
除
・
納
付
猶
予
制
度
と
は

　
経
済
的
な
理
由
で
国
民
年
金
保
険

料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
、
免
除
ま

た
は
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
免
除
や
猶
予
を
受
け
な
い
ま
ま
保

険
料
を
納
め
ず
に
い
る
と
、
障
害
の

あ
る
状
態
に
な
っ
た
り
亡
く
な
っ
た

り
し
た
場
合
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺

族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
、
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

◉�

免
除
制
度

　
本
人
、
配
偶
者
及
び
世
帯
主
の
前

年
所
得
が
一
定
の
基
準
以
下
の
場

合
、
申
請
し
て
承
認
さ
れ
る
と
保
険

料
の
納
付
が
免
除
さ
れ
ま
す（
要
件

あ
り
）。

　
免
除
に
は
、
保
険
料
の
全
額
が
免

除
さ
れ
る「
全
額
免
除
」と
、
保
険
料

の
一
部
が
免
除
さ
れ
、
残
り
の
保
険

料
を
納
付
す
る「
一
部
免
除
」が
あ
り

ま
す
。

　
一
部
免
除
に
は
、４
分
の
３
免
除
、

半
額
免
除
、
４
分
の
１
免
除
が
あ
り

ま
す
。
一
部
免
除
の
承
認
を
受
け
た

方
は
、
後
日
、
年
金
事
務
所
か
ら
送

付
さ
れ
る
一
部
免
除
額
用
の
納
付
書

で
、
納
期
内
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　
免
除
期
間
は
、
老
齢
基
礎
年
金
の

受
給
資
格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す

が
、
将
来
受
け
取
る
年
金
額
は
、
保

険
料
を
全
額
納
付
し
た
場
合
に
比
べ

て
少
な
く
な
り
ま
す
。

　
未
納
の
場
合
は
、
受
給
資
格
期
間

に
算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。

◉�

納
付
猶
予
制
度

　

50
歳
未
満
の
方
で
、
本
人
と
配
偶

者
の
前
年
所
得
が
一
定
の
基
準
以
下

の
場
合
、
申
請
し
て
承
認
さ
れ
る
と

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す

（
要
件
あ
り
）。

　
猶
予
期
間
は
、
老
齢
基
礎
年
金
の

受
給
資
格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す

が
、
将
来
受
け
取
る
年
金
額
の
計
算

に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

◉�

保
険
料
の
追
納

　
追
納
と
は
、
免
除
・
猶
予
期
間
か

ら
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
希
望
に
よ

り
後
か
ら
保
険
料
を
納
付
で
き
る
制

度
で
す
。

　
追
納
し
た
期
間
は
全
額
納
付
し
た

期
間
と
同
じ
扱
い
に
な
り
、
将
来
受

け
取
る
年
金
の
額
を
増
や
す
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
免
除
・
猶
予
の
承
認
を

受
け
て
３
年
度
目
以
降
は
、
当
初
の

保
険
料
に
加
算
金
が
上
乗
せ
さ
れ
ま

す
の
で
、
早
め
の
追
納
が
お
す
す
め

で
す
。

申
請
の
受
け
付
け
は
７
月
１
日

か
ら

　

今
年
度
分（
令
和
２
年
７
月
〜
３

年
６
月
分
）の
免
除
ま
た
は
納
付
猶

予
を
希
望
す
る
方
は
、
７
月
１
日
以

降
に
市
役
所
年
金
係
ま
た
は
東
部
出

張
所
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。後
日
、

年
金
事
務
所
か
ら
結
果
通
知
が
届
き

ま
す
。

　

昨
年
度
分（
元
年
７
月
〜
２
年
６

月
分
）に
つ
い
て
全
額
免
除
ま
た
は

納
付
猶
予
の
承
認
を
受
け
、
既
に
継

続
を
希
望
し
た
方
は
、
申
請
す
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
申
請
時
点
の
２
年
１
か
月
前
の
月

分
ま
で
遡
っ
て
申
請
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
申
請
が
遅
れ
る
と
障
害

基
礎
年
金
な
ど
を
受
け
取
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早
め
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

◉�

問
い
合
わ
せ
先

＊
申
請
書
の
提
出
＝
市
役
所
年
金
係

＊
免
除・猶
予
の
承
認
、
納
付
書
の
送

付
、追
納
の
申
し
込
み
＝
立
川
年
金

事
務
所
☎
042-

523-

０
３
５
２

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
方
へ

免
除
・
納
付
猶
予
の
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　一人ひとりの愛が、大切な生命
を守ります。皆さんのご協力をお
願いします。
　なお、実施にあたっては、新型
コロナウイルスの感染拡大防止の
ため、受け付け時に検温、及び、
手指の消毒を行います。
◇ 日時　７月15日（水）の午前10時
～ 11時45分、午後１時～４時

◇ 場所　市役所北側出入口前
◇対象
＊16～ 64歳の方
＊ 65～ 69歳の方（60～ 64歳で献血
したことのある方のみ）

☆詳しくは、健康係
（あいぽっく内）☎544-
5126へ。

献血にご協力を


